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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時00分 開会 

○議長（武田正樹君） ただいまより平成29年第２回弥富市議会定例会を開会します。 

 これより会議に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（武田正樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第88条の規定により、三宮十五郎議員と早川公二議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（武田正樹君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 第２回弥富市議会定例会の会期を本日から６月21日までの23日間としたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月21日までの23日間と決定しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（武田正樹君） 日程第３、諸般の報告をします。 

 地方自治法の規定により、監査委員から例月出納検査及び定期監査の結果報告書が、また

地方自治法施行令の規定により、市長から平成28年度一般会計及び公共下水道事業特別会計

予算の繰り越しに関する書類がそれぞれ提出され、その写しを各位のお手元に配付してあり

ますので、よろしくお願いします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第４ 同意第２号 農業委員会委員の任命について 

○議長（武田正樹君） 日程第４、同意第２号を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定により、大原功議員の退場を求めます。 

             〔16番 大原功君 退場〕 

○議長（武田正樹君） 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） おはようございます。 
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 平成29年第２回弥富市議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、公私とも極めて御多忙の中を御出席賜りまして、厚く御礼を

申し上げます。 

 本定例会におきましては、まず初めに御提案申し上げ、御審議いただきます議案は同意１

件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。 

 同意第２号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市平島町中新田193番地の３、大

原功氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意

を求めるものでございます。 

 よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（武田正樹君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております同意第２号は、会議規則第37条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（武田正樹君） 討論なしと認め、これより採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意することに決しました。 

 大原功議員の入場を求めます。 

             〔16番 大原功君 入場〕 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第５ 同意第３号 農業委員会委員の任命について 

○議長（武田正樹君） 日程第５、同意第３号を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定により、佐藤高清議員の退場を求めます。 

             〔14番 佐藤高清君 退場〕 
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○議長（武田正樹君） 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 次に提案し、御審議いただきます議案は同意１件でございまして、そ

の概要につきまして御説明申し上げます。 

 同意第３号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市子宝二丁目28番地、佐藤高清氏

を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。 

 よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（武田正樹君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております同意第３号は、会議規則第37条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 討論なしと認め、これより採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意することに決しました。 

 佐藤高清議員の入場を求めます。 

             〔14番 佐藤高清君 入場〕 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第６ 同意第４号 農業委員会委員の任命について 

○議長（武田正樹君） 日程第６、同意第４号を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定により、三浦義光議員の退場を求めます。 

             〔11番 三浦義光君 退場〕 

○議長（武田正樹君） 服部市長に提案理由の説明を求めます。 
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 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 次に提案し、御審議いただきます議案は同意１件でございまして、そ

の概要につきまして御説明申し上げます。 

 同意第４号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市前ケ平一丁目28番地、三浦義光

氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を

求めるものでございます。 

 よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（武田正樹君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております同意第４号は、会議規則第37条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 討論なしと認め、これより採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意することに決しました。 

 三浦義光議員の入場を求めます。 

             〔11番 三浦義光君 入場〕 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第７ 同意第５号 農業委員会委員の任命について 

 日程第８ 同意第６号 農業委員会委員の任命について 

 日程第９ 同意第７号 農業委員会委員の任命について 

 日程第10 同意第８号 農業委員会委員の任命について 

 日程第11 同意第９号 農業委員会委員の任命について 

 日程第12 同意第10号 農業委員会委員の任命について 
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 日程第13 同意第11号 農業委員会委員の任命について 

 日程第14 同意第12号 農業委員会委員の任命について 

○議長（武田正樹君） 日程第７、同意第５号から日程第14、同意第12号まで、以上８件を一

括議題とします。 

 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 次に提案し、御審議いただきます議案は同意８件でございまして、そ

の概要につきまして御説明申し上げます。 

 同意第５号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市稲荷崎一丁目56番地、伊藤均氏

を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。 

 次に同意第６号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市鍋田町稲山393番地43、岡

田浩和氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の

同意を求めるものでございます。 

 次に同意第７号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市三百島一丁目185番地、加

賀豊氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同

意を求めるものでございます。 

 次に同意第８号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市平島町五反割64番地７、氣

賀澤洋亘氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会

の同意を求めるものでございます。 

 次に同意第９号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市川原欠二丁目27番地、小坂

井恒子氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の

同意を求めるものでございます。 

 次に同意第10号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市加稲三丁目30番地、佐藤博

孝氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意

を求めるものでございます。 

 次に同意第11号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市操出二丁目31番地、竹川常

夫氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意

を求めるものでございます。 

 次に同意第12号農業委員会委員の任命につきましては、弥富市前ケ平一丁目39番地、山岸

秀貴氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同

意を求めるものでございます。 

 よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 



－８－ 

○議長（武田正樹君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（武田正樹君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております同意第５号から同意第12号までの８件については、会議規

則第37条第３項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第５号から同意第12号については委員会への付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 討論なしと認め、これより採決に入ります。 

 採決は個々に行います。 

 同意第５号について、本案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第５号は、本案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第６号について、本案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第６号は、本案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第７号について、本案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第７号は、本案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第８号について、本案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第８号は、本案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第９号について、本案のとおり同意することに御異議ありませんか。 
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             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第９号は、本案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第10号について、本案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第10号は、本案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第11号について、本案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第11号は、本案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第12号について、本案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第12号は、本案のとおり同意することに決しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第15 同意第13号 公平委員会委員の選任について 

○議長（武田正樹君） 日程第15、同意第13号を議題とします。 

 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 次に提案し、御審議いただきます議案は同意１件でございまして、そ

の概要につきまして御説明申し上げます。 

 同意第13号公平委員会委員の選任につきましては、伊藤種雄氏が平成29年６月30日任期満

了のため、その後任者として、弥富市松名六丁目67番地、伊藤種雄氏を引き続き選任をした

いので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております同意第13号は、会議規則第37条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 
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             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 討論なしと認め、これより採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意することに決しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第16 議案第26号 弥富市税条例の一部改正について 

 日程第17 議案第27号 弥富市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 日程第18 議案第28号 弥富市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第19 議案第29号 市道の廃止について 

 日程第20 議案第30号 市道の認定について 

 日程第21 議案第31号 平成29年度弥富市一般会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第32号 平成29年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（武田正樹君） この際、日程第16、議案第26号から日程第22、議案第32号まで、以上

７件を一括議題とします。 

 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 次に提案し、御審議いただきます議案は、条例関係議案３件、法定議

決議案２件、予算関係議案２件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。 

 議案第26号弥富市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、条例の

一部を改正するものであります。 

 議案第27号弥富市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、非常勤消防団

員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであ

ります。 

 次に、議案第28号弥富市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税法施行令

の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第29号市道の廃止につきましては、道路事業等により関係路線を廃止する議案、
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及び議案第30号市道の認定につきましては、道路事業に伴う路線再編成により路線を認定す

るものであります。 

 次に、議案第31号平成29年度弥富市一般会計補正予算（第１号）につきましては、厚生年

金保険等の適用範囲の拡大に伴う臨時職員社会保険料の増額や、土地改良事業補助金等を計

上するものであります。 

 次に、議案第32号平成29年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、臨時職員社会保険料の増額を計上するものであります。 

 以上が提案する議案の概要でございますが、議案の詳細につきましては、関係部長から説

明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） 議案は、関係部長に説明を求めます。 

 なお、補正予算は総務部長に説明を求めます。 

 まず、山口総務部長。 

○総務部長（山口精宏君） 議案第26号弥富市税条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 23枚はねていただきまして、弥富市税条例の一部を改正する条例のあらましをごらんくだ

さい。 

 １．第32条（所得割の課税標準）、第33条の９（配当割額または株式等譲渡所得割額の控

除）、附則第16条の３（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例）、附則第

20条の２（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例）、附則第

20条の３（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例）は、特定

配当上場株式等に係る所得について、住民税申告書及び確定申告書がいずれも提出された場

合、申告による所得税と異なる課税方式で市民税を課税できる規定を明確化することとした。 

 ２．附則第16条（軽自動車税の税率の特例）、軽自動車税に係るグリーン化特例（軽課）

措置が、環境性能に対する基準強化した上で、平成31年度まで２年間延長されることに伴い、

関係規定を追加することとした。現行区分の軽減税率の表のとおり、改正後の区分、軽減税

率となるものであります。 

 ３．附則第16条の２（軽自動車税の賦課徴収の特例）、軽自動車税の減税対象車に対する

排出ガスや燃費基準が訂正された場合における不足税額の賦課徴収に係る特例規定が新設さ

れたことに伴い、関係規定を追加することとした。 

 ４．その他必要な規定の整備を行うこととした。 

 ５．この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、一部については、平成31年

１月１日、平成31年10月１日または都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日から施行

することとした。 

 次に、議案第27号弥富市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について御説明申し上げ
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ます。 

 ４枚はねていただきまして、弥富市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の

あらましをごらんください。 

 １．非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額について、非常勤消防団員等に

扶養親族がある場合における加算額を改定することとした。 

 ２．この条例は、公布の日から施行することとした。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） 次に、村瀬民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（村瀬美樹君） 条例議案第28号弥富市国民健康保険税条例の一部

改正について御説明を申し上げます。 

 ３枚はねていただきまして、条例のあらましをごらんください。 

 弥富市国民健康保険税条例の一部を改正する条例のあらまし。 

 １．保険基盤安定制度の拡充。国保税の軽減は、所得に応じて応益分、均等割と平等割が

ございます。これを７割、５割、２割軽減する仕組みである。今回の保険税軽減拡大は、ま

ず２割軽減では、現行の「33万円＋48万円×被保険者数」（給与収入で３人世帯の場合は、

約278万円）から「33万円＋49万円×被保険者数」（同約283万円）に引き上げることとし、

５割軽減では、「33万円＋26万5,000円×被保険者数」（同約186万円）から「33万円＋27万

円×被保険者数」（同約188万円）という基準に見直すこととした。 

 ２．この条例は、公布の日から施行することとした。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） 次に、橋村開発部長。お願いします。 

○開発部長（橋村正則君） 続きまして、議案第29号市道の廃止について御説明申し上げます。 

 １枚はねていただきまして、廃止路線調書をごらんください。 

 内容といたしましては、県道ネットワークの見直し及び市道の路線の見直しに伴い、市道

鍋平鳥ケ地線ほか６路線を廃止するものでございます。 

 続きまして、議案第30号市道の認定についてを御説明申し上げます。 

 これも１枚はねていただきまして、認定路線調書をごらんください。 

 内容といたしましては、県道ネットワークの見直しに伴う路線再編成により、市道鍋平28

号線ほか１路線を認定するものでございます。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） 次に、山口総務部長。 

○総務部長（山口精宏君） 議案第31号平成29年度弥富市一般会計補正予算（第１号）につき

ましては、歳入歳出それぞれ1,665万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を156億1,665万

4,000円とするものであります。 

 歳入予算の主な内容といたしましては、財政調整基金繰入金1,629万6,000円を増額するも

のであります。 
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 歳出予算の主な内容といたしましては、総務費におきましては、選挙システム改修委託料

82万1,000円、民生費におきましては、保育所臨時職員社会保険料250万円、農林水産業費に

おきましては、土地改良事業補助金1,080万円であります。 

 次に、議案第32号平成29年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、歳入歳出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算の総額を49億4,120万円とするもの

であります。 

 歳入予算といたしましては、事務費繰入金20万円、歳出予算といたしましては、臨時職員

社会保険料20万円であります。以上でございます。 

○議長（武田正樹君） お諮りします。 

 本案７件は、継続議会で審議したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案７件は、継続議会で審議することに決定しました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了しましたので、本日の会議はこれにて散会

します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時26分 散会 
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